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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
百
四
十
七
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

株
式
会
社
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
不
動
産
販
売

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

中
島

敏
宏

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

板
橋
区
大
山
金
井
町
四
十
番
二
号

ｔ
ｈ
ｅ

一
〇
Ｏ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
一
〇
一

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
三
〇
八
六
号

㈤

免
許
年
月
日

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

二

処
分
年
月
日

令
和
六
年
二
月
十
四
日

三

処
分
内
容

業
務
の
全
部
の
停
止
十
四
日
間
（
令
和
六
年
二
月

二
十
九
日
か
ら
同
年
三
月
十
三
日
ま
で
）

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
二
号

◉
東
京
都
告
示
第
百
四
十
八
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
東
村
山
東
久
留
米
線

二

指
定
す
る
区
間

東
村
山
市
久
米
川
町
三
丁
目
二
十
九
番
九
地

先
か
ら
同
市
恩
多
町
五
丁
目
三
番
一
地
内
ま

で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
６４号

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第
１１７号

）
第
２３条

第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
検
定
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」

と
い
う
。
）
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
６
年
２
月
２２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
検
定
の
実
施
期
日
及
び
時
間

⑴
学
科
試
験

令
和
６
年
５
月
２５日

（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
前
１１時

ま
で

⑵
実
技
試
験

令
和
６
年
７
月
６
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

２
検
定
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
鮫
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
検
定
の
実
施
種
別

規
則
第
１
条
第
３
号
の
警
備
業
務
（
雑
踏
警
備
業
務
に
係
る
も

の
を
い
う
。
）
に
係
る
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定

４
検
定
予
定
人
員

４５名

５
検
定
申
出
の
要
領

検
定
申
請
に
先
立
っ
て
、
検
定
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
検
定
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
検
定
申
出
の
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
８
日
（
月
曜
日
）
及
び
同
月
９
日
（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

６
申
請
手
続

⑴
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
１７日

（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
１９日

（
金
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
場
所

規
則
第
９
条
に
規
定
す
る
検
定
申
請
書
の
提
出
は
、
次
の
い

ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

⑶
申
請
書
類

ア
検
定
申
請
書

１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
２
葉

ウ
前
⑵
の
受
付
場
所
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書

面
各
１
通

ア
前
⑵
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
が

明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
⑵
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑵
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
い
ず
れ

か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。

⑷
検
定
手
数
料

１３,０００円

７
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
６５号

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第
１１７号

）
第
２３条

第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
検
定
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」

と
い
う
。
）
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
６
年
２
月
２２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
検
定
の
実
施
期
日
及
び
時
間

⑴
学
科
試
験

令
和
６
年
５
月
２５日

（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
前
１１時

ま
で

⑵
実
技
試
験

令
和
６
年
７
月
６
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で
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検
定
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
鮫
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
検
定
の
実
施
種
別

規
則
第
１
条
第
４
号
の
警
備
業
務
（
交
通
誘
導
警
備
業
務
に
係

る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検

定

４
検
定
予
定
人
員

４５名

５
検
定
申
出
の
要
領

検
定
申
請
に
先
立
っ
て
、
検
定
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
検
定
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
検
定
申
出
の
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
１０日

（
水
曜
日
）
及
び
同
月
１１日

（
木
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

６
申
請
手
続

⑴
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
１７日

（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
１９日

（
金
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
場
所

規
則
第
９
条
に
規
定
す
る
検
定
申
請
書
の
提
出
は
、
次
の
い

ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

⑶
申
請
書
類

ア
検
定
申
請
書

１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
２
葉

ウ
前
⑵
の
受
付
場
所
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書

面
各
１
通

ア
前
⑵
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
が

明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
⑵
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑵
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
い
ず
れ

か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。

⑷
検
定
手
数
料

１４,０００円

７
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
６６号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１６年

法
律
第
５０号

）

附
則
第
５
条
及
び
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則

第
６
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
合
格
者
審
査
に
お
い
て
、
規
則
附
則

第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
判

定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
規

則
附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
６
年
２
月
２２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
実
施
期
日
及
び
時
間

令
和
６
年
５
月
２５日

（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
０
時
３０分

ま
で

２
審
査
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
鮫
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
審
査
の
実
施
種
別

規
則
附
則
第
６
条
第
１
号
の
空
港
保
安
警
備
業
務
に
係
る
１
級

の
検
定
合
格
者
審
査

４
審
査
対
象
者

規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
空

港
保
安
警
備
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
検
定
で
あ
っ
て
、
同
条
第

２
項
に
規
定
す
る
１
級
に
係
る
も
の
に
合
格
し
た
者

５
審
査
予
定
人
員

３０名

６
申
請
申
出
の
要
領

申
請
に
先
立
っ
て
、
申
請
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
申
請
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。
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⑴
申
請
申
出
の
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
１５日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１６日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続

⑴
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
２２日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２４日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
場
所

規
則
附
則
第
１０条

に
規
定
す
る
審
査
申
請
書
の
提
出
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

ウ
旧
規
則
第
８
条
の
合
格
証
（
以
下
「
旧
合
格
証
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
東
京
都
内
の
警
察
署

⑶
申
請
書
類

ア
審
査
申
請
書

１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
１
葉

ウ
旧
合
格
証
の
写
し

エ
前
⑵
の
受
付
場
所
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書

面ア
前
⑵
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
が

明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
⑵
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑵
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
い
ず
れ
か

を
、
前
⑵
の
ウ
に
該
当
す
る
者
は
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な

い
。

⑷
審
査
手
数
料

４,７００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
６７号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１６年

法
律
第
５０号

）

附
則
第
５
条
及
び
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則

第
６
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
合
格
者
審
査
に
お
い
て
、
規
則
附
則

第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
判

定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
規

則
附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
６
年
２
月
２２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
実
施
期
日
及
び
時
間

令
和
６
年
５
月
２５日

（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
０
時
３０分

ま
で

２
審
査
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
鮫
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
審
査
の
実
施
種
別

規
則
附
則
第
６
条
第
２
号
の
空
港
保
安
警
備
業
務
に
係
る
２
級

の
検
定
合
格
者
審
査

４
審
査
対
象
者

規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
空

港
保
安
警
備
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
検
定
で
あ
っ
て
、
同
条
第

２
項
に
規
定
す
る
１
級
に
係
る
も
の
又
は
２
級
に
係
る
も
の
に
合

格
し
た
者

５
審
査
予
定
人
員

３０名

６
申
請
申
出
の
要
領

申
請
に
先
立
っ
て
、
申
請
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
申
請
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
申
請
申
出
の
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
１５日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１６日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続
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⑴

受
付
期
間

令
和
５
年
４
月
２２日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２４日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
場
所

規
則
附
則
第
１０条

に
規
定
す
る
審
査
申
請
書
の
提
出
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

ウ
旧
規
則
第
８
条
の
合
格
証
（
以
下
「
旧
合
格
証
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
東
京
都
内
の
警
察
署

⑶
申
請
書
類

ア
審
査
申
請
書

１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
１
葉

ウ
旧
合
格
証
の
写
し

エ
前
⑵
の
受
付
場
所
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書

面ア
前
⑵
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
が

明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
⑵
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑵
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
い
ず
れ
か

を
、
前
⑵
の
ウ
に
該
当
す
る
者
は
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な

い
。

⑷
審
査
手
数
料

４,７００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
６８号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１６年

法
律
第
５０号

）

附
則
第
５
条
及
び
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則

第
６
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
合
格
者
審
査
に
お
い
て
、
規
則
附
則

第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
判

定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
規

則
附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
６
年
２
月
２２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
実
施
期
日
及
び
時
間

令
和
６
年
５
月
２５日

（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
０
時
３０分

ま
で

２
審
査
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
鮫
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
審
査
の
実
施
種
別

規
則
附
則
第
６
条
第
３
号
の
施
設
警
備
業
務
に
係
る
１
級
の
検

定
合
格
者
審
査

４
審
査
対
象
者

規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
常

駐
警
備
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
検
定
で
あ
っ
て
、
同
条
第
２
項

に
規
定
す
る
１
級
に
係
る
も
の
に
合
格
し
た
者

５
審
査
予
定
人
員

３０名

６
申
請
申
出
の
要
領

申
請
に
先
立
っ
て
、
申
請
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
申
請
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
申
請
申
出
の
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
１５日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１６日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続

⑴
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
２２日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２４日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
場
所

規
則
附
則
第
１０条

に
規
定
す
る
審
査
申
請
書
の
提
出
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
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管
轄
す
る
警
察
署

ウ
旧
規
則
第
８
条
の
合
格
証
（
以
下
「
旧
合
格
証
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
東
京
都
内
の
警
察
署

⑶
申
請
書
類

ア
審
査
申
請
書

１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
１
葉

ウ
旧
合
格
証
の
写
し

エ
前
⑵
の
受
付
場
所
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書

面ア
前
⑵
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
が

明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
⑵
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑵
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
い
ず
れ
か

を
、
前
⑵
の
ウ
に
該
当
す
る
者
は
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な

い
。

⑷
審
査
手
数
料

４,７００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
６９号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１６年

法
律
第
５０号

）

附
則
第
５
条
及
び
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則

第
６
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
合
格
者
審
査
に
お
い
て
、
規
則
附
則

第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
判

定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
規

則
附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
６
年
２
月
２２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
実
施
期
日
及
び
時
間

令
和
６
年
５
月
２５日

（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
０
時
３０分

ま
で

２
審
査
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
鮫
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
審
査
の
実
施
種
別

規
則
附
則
第
６
条
第
４
号
の
施
設
警
備
業
務
に
係
る
２
級
の
検

定
合
格
者
審
査

４
審
査
対
象
者

規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
常

駐
警
備
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
検
定
で
あ
っ
て
、
同
条
第
２
項

に
規
定
す
る
１
級
に
係
る
も
の
又
は
２
級
に
係
る
も
の
に
合
格
し

た
者

５
審
査
予
定
人
員

３０名

６
申
請
申
出
の
要
領

申
請
に
先
立
っ
て
、
申
請
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
申
請
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
申
請
申
出
の
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
１５日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１６日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続

⑴
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
２２日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２４日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
場
所

規
則
附
則
第
１０条

に
規
定
す
る
審
査
申
請
書
の
提
出
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

ウ
旧
規
則
第
８
条
の
合
格
証
（
以
下
「
旧
合
格
証
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
東
京
都
内
の
警
察
署

⑶
申
請
書
類

ア
審
査
申
請
書

１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏



令和6年2月22日（木曜日）東 京 都 公 報（第18007号） ８
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
１
葉

ウ
旧
合
格
証
の
写
し

エ
前
⑵
の
受
付
場
所
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書

面ア
前
⑵
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
が

明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
⑵
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑵
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
い
ず
れ
か

を
、
前
⑵
の
ウ
に
該
当
す
る
者
は
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な

い
。

⑷
審
査
手
数
料

４,７００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
７０号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１６年

法
律
第
５０号

）

附
則
第
５
条
及
び
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則

第
６
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
合
格
者
審
査
に
お
い
て
、
規
則
附
則

第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
判

定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
規

則
附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
６
年
２
月
２２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
実
施
期
日
及
び
時
間

令
和
６
年
５
月
２５日

（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
０
時
３０分

ま
で

２
審
査
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
鮫
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
審
査
の
実
施
種
別

規
則
附
則
第
６
条
第
５
号
の
交
通
誘
導
警
備
業
務
に
係
る
１
級

の
検
定
合
格
者
審
査

４
審
査
対
象
者

規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
交

通
誘
導
警
備
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
検
定
で
あ
っ
て
、
同
条
第

２
項
に
規
定
す
る
１
級
に
係
る
も
の
に
合
格
し
た
者

５
審
査
予
定
人
員

３０名

６
申
請
申
出
の
要
領

申
請
に
先
立
っ
て
、
申
請
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
申
請
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
申
請
申
出
の
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
１５日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１６日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続

⑴
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
２２日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２４日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
場
所

規
則
附
則
第
１０条

に
規
定
す
る
審
査
申
請
書
の
提
出
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

ウ
旧
規
則
第
８
条
の
合
格
証
（
以
下
「
旧
合
格
証
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
東
京
都
内
の
警
察
署

⑶
申
請
書
類

ア
審
査
申
請
書

１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
１
葉

ウ
旧
合
格
証
の
写
し

エ
前
⑵
の
受
付
場
所
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書

面ア
前
⑵
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
が

明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
⑵
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書
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た
だ
し
、
前
⑵
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
い
ず
れ
か

を
、
前
⑵
の
ウ
に
該
当
す
る
者
は
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な

い
。

⑷
審
査
手
数
料

４,７００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
７１号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１６年

法
律
第
５０号

）

附
則
第
５
条
及
び
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則

第
６
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
合
格
者
審
査
に
お
い
て
、
規
則
附
則

第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
判

定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
規

則
附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
６
年
２
月
２２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
実
施
期
日
及
び
時
間

令
和
６
年
５
月
２５日

（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
０
時
３０分

ま
で

２
審
査
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
鮫
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
審
査
の
実
施
種
別

規
則
附
則
第
６
条
第
６
号
の
交
通
誘
導
警
備
業
務
に
係
る
２
級

の
検
定
合
格
者
審
査

４
審
査
対
象
者

規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
交

通
誘
導
警
備
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
検
定
で
あ
っ
て
、
同
条
第

２
項
に
規
定
す
る
１
級
に
係
る
も
の
又
は
２
級
に
係
る
も
の
に
合

格
し
た
者

５
審
査
予
定
人
員

３０名

６
申
請
申
出
の
要
領

申
請
に
先
立
っ
て
、
申
請
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
申
請
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
申
請
申
出
の
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
１５日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１６日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続

⑴
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
２２日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２４日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
場
所

規
則
附
則
第
１０条

に
規
定
す
る
審
査
申
請
書
の
提
出
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

ウ
旧
規
則
第
８
条
の
合
格
証
（
以
下
「
旧
合
格
証
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
東
京
都
内
の
警
察
署

⑶
申
請
書
類

ア
審
査
申
請
書

１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
１
葉

ウ
旧
合
格
証
の
写
し

エ
前
⑵
の
受
付
場
所
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書

面ア
前
⑵
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
が

明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
⑵
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑵
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
い
ず
れ
か

を
、
前
⑵
の
ウ
に
該
当
す
る
者
は
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な

い
。

⑷
審
査
手
数
料

４,７００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２



令和6年2月22日（木曜日）東 京 都 公 報（第18007号） １０
◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
７２号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１６年

法
律
第
５０号

）

附
則
第
５
条
及
び
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則

第
６
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
合
格
者
審
査
に
お
い
て
、
規
則
附
則

第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
判

定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
規

則
附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
６
年
２
月
２２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
実
施
期
日
及
び
時
間

令
和
６
年
５
月
２５日

（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
０
時
３０分

ま
で

２
審
査
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
鮫
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
審
査
の
実
施
種
別

規
則
附
則
第
６
条
第
８
号
の
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備

業
務
に
係
る
２
級
の
検
定
合
格
者
審
査

４
審
査
対
象
者

規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
核

燃
料
物
質
等
運
搬
警
備
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
検
定
で
あ
っ
て
、

同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
に
係
る
も
の
又
は
２
級
に
係
る
も

の
に
合
格
し
た
者

５
審
査
予
定
人
員

３０名

６
申
請
申
出
の
要
領

申
請
に
先
立
っ
て
、
申
請
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
申
請
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
申
請
申
出
の
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
１５日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１６日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続

⑴
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
２２日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２４日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
場
所

規
則
附
則
第
１０条

に
規
定
す
る
審
査
申
請
書
の
提
出
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

ウ
旧
規
則
第
８
条
の
合
格
証
（
以
下
「
旧
合
格
証
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
東
京
都
内
の
警
察
署

⑶
申
請
書
類

ア
審
査
申
請
書

１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
１
葉

ウ
旧
合
格
証
の
写
し

エ
前
⑵
の
受
付
場
所
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書

面ア
前
⑵
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
が

明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
⑵
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑵
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
い
ず
れ
か

を
、
前
⑵
の
ウ
に
該
当
す
る
者
は
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な

い
。

⑷
審
査
手
数
料

４,７００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
７３号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１６年

法
律
第
５０号

）

附
則
第
５
条
及
び
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則

第
６
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
合
格
者
審
査
に
お
い
て
、
規
則
附
則

第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
判

定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
規

則
附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
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令
和
６
年
２
月
２２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
実
施
期
日
及
び
時
間

令
和
６
年
５
月
２５日

（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
０
時
３０分

ま
で

２
審
査
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
鮫
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
審
査
の
実
施
種
別

規
則
附
則
第
６
条
第
９
号
の
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
に
係
る
１

級
の
検
定
合
格
者
審
査

４
審
査
対
象
者

規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
貴

重
品
運
搬
警
備
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
検
定
で
あ
っ
て
、
同
条

第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
に
係
る
も
の
に
合
格
し
た
者

５
審
査
予
定
人
員

３０名

６
申
請
申
出
の
要
領

申
請
に
先
立
っ
て
、
申
請
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
申
請
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
申
請
申
出
の
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
１５日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１６日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続

⑴
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
２２日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２４日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
場
所

規
則
附
則
第
１０条

に
規
定
す
る
審
査
申
請
書
の
提
出
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

ウ
旧
規
則
第
８
条
の
合
格
証
（
以
下
「
旧
合
格
証
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
東
京
都
内
の
警
察
署

⑶
申
請
書
類

ア
審
査
申
請
書

１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
１
葉

ウ
旧
合
格
証
の
写
し

エ
前
⑵
の
受
付
場
所
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書

面ア
前
⑵
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
が

明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
⑵
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑵
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
い
ず
れ
か

を
、
前
⑵
の
ウ
に
該
当
す
る
者
は
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な

い
。

⑷
審
査
手
数
料

４,７００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
７４号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１６年

法
律
第
５０号

）

附
則
第
５
条
及
び
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則

第
６
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
合
格
者
審
査
に
お
い
て
、
規
則
附
則

第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
判

定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
規

則
附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
６
年
２
月
２２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
実
施
期
日
及
び
時
間

令
和
６
年
５
月
２５日

（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
０
時
３０分

ま
で

２
審
査
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
鮫
洲
運
転
免
許
試
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験
場

３
審
査
の
実
施
種
別

規
則
附
則
第
６
条
第
１０号

の
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
に
係
る
２

級
の
検
定
合
格
者
審
査

４
審
査
対
象
者

規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
１
項
の
表
に
規
定
す
る
貴

重
品
運
搬
警
備
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
検
定
で
あ
っ
て
、
同
条

第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
に
係
る
も
の
又
は
２
級
に
係
る
も
の
に

合
格
し
た
者

５
審
査
予
定
人
員

３０名

６
申
請
申
出
の
要
領

申
請
に
先
立
っ
て
、
申
請
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
申
請
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
申
請
申
出
の
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
１５日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１６日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続

⑴
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
２２日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２４日

（
水
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
場
所

規
則
附
則
第
１０条

に
規
定
す
る
審
査
申
請
書
の
提
出
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

ウ
旧
規
則
第
８
条
の
合
格
証
（
以
下
「
旧
合
格
証
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
東
京
都
内
の
警
察
署

⑶
申
請
書
類

ア
審
査
申
請
書

１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
１
葉

ウ
旧
合
格
証
の
写
し

エ
前
⑵
の
受
付
場
所
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書

面ア
前
⑵
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
が

明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
⑵
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑵
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
い
ず
れ
か

を
、
前
⑵
の
ウ
に
該
当
す
る
者
は
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な

い
。

⑷
審
査
手
数
料

４,７００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
７５号

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第
１１７号

。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
２２条

第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
備
員
指
導
教

育
責
任
者
講
習
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び

機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
５８年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
６
年
２
月
２２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
講
習
の
実
施
期
間
及
び
時
間

令
和
６
年
５
月
７
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
１５日

（
水
曜
日
）

ま
で
の
７
日
間
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

２
講
習
の
実
施
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会
研
修
室

３
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
で
定
め
る
警
備
業
務
（
事
務
所
、
住

宅
、
興
行
場
、
駐
車
場
、
遊
園
地
等
に
お
け
る
盗
難
等
の
事
故
の

発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る
業
務
を
い
う
。
以
下
「
１
号
警
備
業

務
」
と
い
う
。
）

４
講
習
予
定
人
員

１２０名
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５
受
講
対
象
者

⑴
最
近
５
年
間
に
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し

て
３
年
以
上
で
あ
る
者

⑵
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
４

条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に

限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
２３条

第

４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者

⑶
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業

務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に

係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、

当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上

１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

⑷
東
京
都
公
安
委
員
会
が
前
⑴
、
⑵
又
は
⑶
に
掲
げ
る
者
と
同

等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
次
の
者

ア
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員

等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第

２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も

の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し

た
者

イ
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定

（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
２
級
検

定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検

定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警
備
業
務
に

従
事
し
て
い
る
も
の

６
受
講
申
出
の
要
領

受
講
申
込
み
に
先
立
っ
て
、
受
講
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
受
講
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
受
講
申
出
の
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
３
日
（
水
曜
日
）
及
び
同
月
４
日
（
木
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

０３（
３８３７）

２１６０

⑶
受
講
対
象
者
の
確
定
方
法

受
講
対
象
者
の
う
ち
１００名

は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
優
先
す

る
。

ア
現
に
東
京
都
内
に
居
住
す
る
者

イ
現
に
東
京
都
内
に
所
在
す
る
警
備
業
営
業
所
に
属
す
る
者

７
申
込
手
続

⑴
受
付
期
間

電
話
受
付
予
約
終
了
後
か
ら
令
和
６
年
４
月
１８日

（
木
曜

日
）
ま
で
の
間
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
申
込
書
類

ア
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書

１
通

イ
前
記
５
の
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次

の
書
面

各
１
通

ア
前
記
５
の
⑴
に
該
当
す
る
者
は
、
１
号
警
備
業
務
に
従

事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
が
作
成
す
る
書

面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
及
び

履
歴
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑴
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
を
警
備
業
務
従
事
証
明
書

に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

イ
前
記
５
の
⑵
に
該
当
す
る
者
は
、
１
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し

ウ
前
記
５
の
⑶
に
該
当
す
る
者
は
、
２
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑶
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備
業
務

従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

エ
前
記
５
の
⑷
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
１
級
検
定
の

合
格
証
の
写
し

オ
前
記
５
の
⑷
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
２
級
検
定
の

合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑷
の
イ
に
掲
げ
る
者

に
該
当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備
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業
務
従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

ウ
前
６
の
⑶
の
ア
又
は
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

各
１
通

ア
前
６
の
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
居
地
を
疎
明
す

る
住
民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
居

地
が
明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
６
の
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
現
に
属
す
る
営
業

所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
６
の
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
い

ず
れ
か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。

８
受
講
料
納
入
手
続

⑴
受
講
料
納
入
の
受
付
期
間

令
和
６
年
４
月
２５日

（
木
曜
日
）
及
び
同
月
２６日

（
金
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
受
講
手
数
料

４７,０００円

９
問
合
せ
先

⑴
一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

電
話

０３（
５８１８）

６０７０

⑵
警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
７６号

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第
１１７号

。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
２２条

第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
備
員
指
導
教

育
責
任
者
講
習
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び

機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
５８年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
２

条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
６
年
２
月
２２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
講
習
の
実
施
期
間
及
び
時
間

令
和
６
年
５
月
２８日

（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
３０日

（
木
曜
日
）

ま
で
の
３
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

２
講
習
の
実
施
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会
研
修
室

３
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

法
第
２
条
第
１
項
第
２
号
で
定
め
る
警
備
業
務
（
人
若
し
く
は

車
両
の
雑
踏
す
る
場
所
又
は
こ
れ
ら
の
通
行
に
危
険
の
あ
る
場
所

に
お
け
る
負
傷
等
の
事
故
の
発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る
業
務
を

い
う
。
以
下
「
２
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。
）

４
講
習
予
定
人
員

１００名

５
受
講
対
象
者

法
第
２
条
第
１
項
に
定
め
る
警
備
業
務
の
う
ち
、
２
号
警
備
業

務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
２２条

第
２
項
に
規
定
す

る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
（
以
下
「
警
備
員
指
導
教

育
責
任
者
資
格
者
証
」
と
い
う
。
）
又
は
規
則
第
７
条
第
１
項
に

規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下

「
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の

⑴
最
近
５
年
間
に
２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し

て
３
年
以
上
で
あ
る
者

⑵
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
４

条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に

限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
２３条

第

４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者

⑶
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業

務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に

係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、

当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上

２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

⑷
東
京
都
公
安
委
員
会
が
前
⑴
、
⑵
又
は
⑶
に
掲
げ
る
者
と
同

等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
次
の
者

ア
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員

等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第

２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も

の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し

た
者

イ
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定

（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
２
級
検

定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検



（第18007号）東 京 都 公 報令和6年2月22日（木曜日）１５

定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
２
号
警
備
業
務
に

従
事
し
て
い
る
も
の

６
受
講
申
出
の
要
領

受
講
申
込
み
に
先
立
っ
て
、
受
講
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
受
講
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
受
講
申
出
の
受
付
期
日

令
和
６
年
４
月
２３日

（
火
曜
日
）
及
び
同
月
２４日

（
水
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

電
話

０３（
３８３７）

２１６０

⑶
受
講
対
象
者
の
確
定
方
法

受
講
対
象
者
の
う
ち
８０名

は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
優
先
す
る
。

ア
現
に
東
京
都
内
に
居
住
す
る
者

イ
現
に
東
京
都
内
に
所
在
す
る
警
備
業
営
業
所
に
属
す
る
者

７
申
込
手
続

⑴
受
付
期
間

電
話
受
付
予
約
終
了
後
か
ら
令
和
６
年
５
月
１４日

（
火
曜

日
）
ま
で
の
間
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
２３年

法
律
第
１７８号

）
に
規
定
す
る
休
日
を
除

く
。
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
申
込
書
類

ア
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書

１
通

イ
２
号
警
備
業
務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
員

指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
の
写
し
又
は
警
備
員
指
導
教
育

責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
の
写
し

１
通

ウ
前
記
５
の
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次

の
書
面

各
１
通

ア
前
記
５
の
⑴
に
該
当
す
る
者
は
、
２
号
警
備
業
務
に
従

事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
が
作
成
す
る
書

面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
及
び

履
歴
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑴
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
を
警
備
業
務
従
事
証
明
書

に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

イ
前
記
５
の
⑵
に
該
当
す
る
者
は
、
１
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し

ウ
前
記
５
の
⑶
に
該
当
す
る
者
は
、
２
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑶
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備
業
務

従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

エ
前
記
５
の
⑷
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
１
級
検
定
の

合
格
証
の
写
し

オ
前
記
５
の
⑷
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
２
級
検
定
の

合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑷
の
イ
に
掲
げ
る
者

に
該
当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備

業
務
従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

エ
前
６
の
⑶
の
ア
又
は
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

各
１
通

ア
前
６
の
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
居
地
を
疎
明
す

る
住
民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
居

地
が
明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
６
の
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
現
に
属
す
る
営
業

所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
６
の
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
い

ず
れ
か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。

８
受
講
料
納
入
手
続

⑴
受
講
料
納
入
の
受
付
期
間

令
和
６
年
５
月
２１日

（
火
曜
日
）
及
び
同
月
２２日

（
水
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
受
講
手
数
料

１４,０００円

９
問
合
せ
先
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⑴

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

電
話

０３（
５８１８）

６０７０

⑵
警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
東
京
都
の
意
見

の
概
要
に
つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
の
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名
、
店
舗
所
在
地
及
び
設
置
者
名

㈠
ア

店
舗
名

（
仮
称
）
オ
ー
ケ
ー
東
伏
見
店

イ

店
舗
所
在
地

西
東
京
市
東
伏
見
五
丁
目
百
八
十
番
地
一

ウ

設
置
者
名

株
式
会
社
け
や
き
の
杜

㈡
ア

店
舗
名

（
仮
称
）
多
摩
川
住
宅
商
業
施
設
整
備
事

業

イ

店
舗
所
在
地

調
布
市
染
地
三
丁
目
一
番
地
八
百
十
五
外

ウ

設
置
者
名

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
み
ら
い

㈢
ア

店
舗
名

コ
ー
ナ
ン
Ｐ
Ｒ
Ｏ
小
平
花
小
金
井
店

イ

店
舗
所
在
地

小
平
市
花
小
金
井
四
丁
目
三
十
五
番
六
号

ウ

設
置
者
名

コ
ー
ナ
ン
商
事
株
式
会
社

㈣
ア

店
舗
名

鈴
木
ビ
ル

イ

店
舗
所
在
地

狛
江
市
東
野
川
三
丁
目
一
番
六
号

ウ

設
置
者
名

鈴
木

利
一

二

東
京
都
の
意
見
の
概
要

ア

概
要

一
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
店
舗
に
係
る
届
出
に

つ
い
て
は
、
区
市
等
の
意
見
に
配
意
す
る

と
と
も
に
、
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第

四
条
に
基
づ
く
指
針
を
勘
案
し
、
総
合
的

に
判
断
し
て
意
見
な
し
と
す
る
。

イ

意
見
の
通
知
日

令
和
六
年
一
月
三
十
日

三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振

興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）

四

縦
覧
期
間

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
三
月

二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条

例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分

ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま

で
を
除
く
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

五
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


